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犬山市家庭用生ごみ処理機補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  犬山市家庭用生ごみ処理機補助金（以下「補助金」という。）

は、ごみの減量対策として家庭から排出される生ごみの自家処理を

推進することを目的として、生ごみ処理機（以下「処理機」という。）

の購入者に対し、予算の範囲内でその費用の一部を交付するものと

し、その交付に関しては犬山市補助金等交付規則（昭和５６年規則

第１０号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助金の交付要件）  

第２条  補助金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有す

る者で、別表に定める処理機を購入し、これを生ごみの減量化及び

堆肥化のために適切に使用及び管理するものとする。  

２  補助金の交付の対象となる処理機は、１世帯につき１基とする。

ただし、補助金の交付を受けて設置した処理機を買い換える場合で

あって、当該処理機を購入した日から５年を経過しているときは、

この限りでない。  

（補助金の額）  

第３条  補助金の額は、購入金額の２分の１以内とし､限度額は 1 基

につき３０，０００円とする。ただし１００円未満の端数が生じた

ときはこれを切り捨てる。  

（交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする者は、処理機を購入した販売

店から交付された家庭用生ごみ処理機販売証明書（様式第１）及び

領収書を添付し、家庭用生ごみ処理機補助金交付申請書兼実績報告

書（様式第２）を、当該処理機を購入した日の属する年度の末日ま

でに市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付）  
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第５条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、家庭用生ごみ処理機補助金交付決定通知書（様

式第３）により通知する。  

２  前項の通知を受けた者は、家庭用生ごみ処理機補助金交付請求書  

 （様式第４）を処理機を購入した日の属する年度の翌年度の４月の  

 末日までに市長に提出しなければならない。  

（管理義務及び補助金の返還）  

第６条  補助金の交付を受けた者は、処理機を常に衛生的に維持管理

し、生ごみの自家処理推進に努めなければならない。  

２  市長は、処理機が目的に供されていないと認めるとき及び不正の

手段によって補助金を受け取ったと認めるときは、補助金を交付し

た者に対し、補助金の返還を命ずることができる。  

 

   附  則  

１  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

２  犬山市家庭用生ごみ処理機器補助金交付要綱は廃止する。  

３  この要綱の施行日前に購入した処理機器に対する補助金交付の

適用については、なお従前の例による。  

   附  則  

１  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行日前に購入した処理機器に対する補助金交付の

適用については、なお従前の例による。  

   附  則  

１  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行日前に購入した処理機器に対する補助金交付の

適用については、なお従前の例による。  

   附  則  

１  この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。  
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２  この要綱の施行の日前に購入された処理機に対する補助金の交

付については、なお従前の例による。  
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別表（第２条関係）  

処理機の機種  機器タイプ  内         容  

生ごみ処理機  

手動処理機  

微生物等発酵を行うための触媒を投入

し、手動で攪拌し発酵を促進させ、生ご

みを分解し、堆肥等にするもので屋内に

設置するもの。  

電動処理機  

微生物等発酵を行うための触媒を投入

し、電動で攪拌・加温し、生ごみを分解

し、一部を堆肥化するものや、触媒は投

入せず、生ごみを熱風で乾燥減量させる

もの等で屋内に設置するもの。  

 


